
令和２年度 服装・頭髪他ルール 

   

１.頭髪 

   ・染髪や加工はしない。 

     ・髪をまとめる場合は華美にならないように注意し、ゴムは黒・紺・茶のいずれかと  

         する。 

   ・細かなきまりは明記しないが良識的な判断（例：高校入試の面接でふさわしい髪型）

    のもとに髪形を考える。 

   ・髪が長く学習に支障のある場合は結ぶこと。 

      ・編み込みは不可。 

 

２.服装 

   ・標準服の下には、ワイシャツ、ブラウスを着用し、その下にはアンダ－シャツ(夏は 

    白の下着)を着用する。(夏季はポロシャツ可。ポロシャツは胸にワンポイント可) 

   ・標準服のボタンなどすべてのボタンを締める。 

   ・ホックは、儀式(始業式、修了式、入学式、卒業式)において必ず閉める。 

   ・セ－ラ－服のタイは結んだりせず、きちんとつける。登下校時も着用する。 

   ・女子はワイシャツの上に必ずベストを着用する。ブレザーを着用の場合も必ずベスト

    を着用する。 

   ・スカ－トの丈は、膝立ちしたとき膝がかくれる程度とし、短すぎたりしない。 

   ・靴下は、くるぶしが隠れる白のソックスを着用すること。 

     (ワンポイントは可。ル－ズソックスは禁止。ラインが入っているソックスも禁止） 

   ・上履き、下履き、体育館履きの区別をする。かかとは踏まない。上履きを忘れたとき

    は学年の先生に申し出て、印刷室でスリッパを貸してもらう。（上履きは貸し出しと

    して利用する） 

      ・下履きは運動靴であること(体育の授業で使用できるもの)。革靴、靴底の厚みがあり 

   すぎるものは禁止。※体育の授業、非常時の避難に向かないため 

 

 【校章・学年章・クラス章について】 

   ・男女共、校章･学年章･クラス章をつける。（女子はフェルトをつける） 

    ・男子のワイシャツの左胸には学年カラーの校章をアイロンプリントすること。 



   ・男子学生服の右襟に校章、左襟に学年章・クラス章をつける。それ以外の服装の場合

    は、校章・学年章・クラス章をフエルトにつけてピンでとめる。（フェルト上部分に

    校章、下部分に学年章・クラス章） 

 

 【夏季ルール】 

   ・帽子着用については、水筒持参と同様の期間(夏季)と同期間認める。ただし、熱中症

    対策のための着用なので、標準服に合った中学生らしい帽子とする。帽子の色につい

    ては、白、紺、グレ－、茶、黒などの落ち着いた色とする。 

    なお、登下校のみの使用とする。 

 

 

≪使用していいもの≫ 

・汗ふきシート 

 ※使用は認めるが、無香料もしくはそれに準

  じたものとする。 

・日焼け止め 

 ※無香料のものとする。(ラメ入り等は認 

  めない） 

 

  

≪使用できないもの≫ 

・制汗剤(スプレー・液状のもの) 

・うちわ、扇子 

 ※は校内での使用を認めないが、部

活動で   使用する場合は顧問の指

示に従うこと。 

・冷感スプレー 

・首や体を冷やすための保冷剤やタオルなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【冬季ルール】 

   ・防寒のため、セ－タ－、カ－ディガン、ベストを着用して良い。 

   ・これらの防寒着は原則、標準服の下に着用し、スソやソデがだらしなく長いものは 

    着用しない。ただし、セーターはセーラー服の上に着ることを認める。 

     ※１期間は11月から3月までとする。（気温により柔軟に対応する）） 

     ※２これらの防寒着は、黒・紺を着用する。 

     ※３無地またはワンポイントまでを可とする。 

     ※４ボタンは一番下以外はきちんと止める。 

      



    ・集会、行事、朝礼、登下校では必ず上着を着用すること。ただし、授業中や休み時間

    はカーディガン、セーターのまま過ごしてもよい。 

      ・コ－ト、マフラ－、手袋はエチケットとして、屋内に入ったら着用しない。また、 

    コ－トの色は、防寒着と同じ、紺、グレ－、茶、黒などの落ち着いた色とする。 

     ※ジャンバ－、ベンチコ－ト、ダウンコ－トは禁止。 

   ・儀式等の場合、完全標準服となる。防寒着の着用も認めない。また、男子はホックも

    止める。ブレザータイプの場合は、すべてのボタンをとめる。 

（２学期終業式・３学期始業式は防寒着の着用は認める） 

   ・女子がタイツを着用するときは、ベージュのものは認める。 

   ・冬季の膝かけは禁止。どうしても必要な時は、コートやジャージをかけるなどの工夫 

   をする。 

 

・セーターに関しては保護者会等で網目の粗いものは遠慮してもらう旨を伝える。 

 

１.その他 

 （１）基本的にカッターは持参させない。 

 (２）アクセサリ－等は身に付けない。スポーツ用ネックレス・ミサンガ等も禁止。 

 (３）病院から処方されたトローチの対応については、以下の通り。 

   ①親から担任へ連絡(電話、生徒手帳など)がある場合のみ許可をする。 

   ②休み時間、養護教諭確認の上、保健室のみ可。 

   ③口の中のトローチがなくなり次第、教室へ戻る。 

   ④ルールが守られない場合は、保護者連絡して使用を禁止する。 

 

 


